陳情第9号　１　情報発信

この度は、陳情に基づく陳述の場を設けていただいたことに感謝します。
流山市が実施している新型コロナウイルス感染症の独自対策で、
学校・保育所等、妊婦のパートナー、介護・障害施設において、条件に該当する場合、流山市の全額または一部負担でPCR検査を受けられますが、
市民が検査希望の判断をするのに不可欠な、ＰＣＲ検査のサイクル数の情報含め、死因の届出方法から正しい統計の理解の仕方等、情報発信が行われているか、議会は市に対して監視及び評価をおこない、それに基づく改善要求を求めるべく陳情に至りました。

流山市の新型コロナウイルス感染症対策条例第3条にて
「市は適切な情報発信に努めなければならない」と規定されていますが、
２点について述べます。
１点目。
ＰＣＲ検査の結果を元にした診断には誤りがあることが指摘されていることの情報発信はできているか？
ＰＣＲ検査がサイクル数の設定で最大９０％誤診断になることを、今年の8月にニューヨークタイムズが報じました。
今年10月、流山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議においては、
医師からＰＣＲ検査のサイクル数による誤診断の説明がありました。
10月に著名な体操選手がＰＣＲ陽性・陰性入れ替わったのは偽陽性でした。

以上のことから、流山市民も陰性が出るまで再検査ができますか？

今年11月、ポルトガルの裁判所では、隔離命令に対して、「ＰＣＲ検査だけで判断するのは、信頼性がなく、違法である」という判断が下されました。
ＰＣＲサイクル数３５回以上では、９７％が誤診断になる事が確認されている論文に基づいた判決です。
日本及び各国のサイクル数は40回前後、あるいは非公表ということです。

ドイツでは、ＰＣＲ検査での診断に問題があることを発言した一流の医師が、ＳＮＳのファクトチェッカーから「嘘つきだ」と言われた名誉棄損に対して裁判が起こされました。
ＰＣＲ検査を発明したことでノーベル賞を受賞したキャリー・マリス本人は、「ＰＣＲ検査は感染症の診断に使用してはならない」という旨を言っています。
発明者が使用を勧めていないのにもかかわらず、１００％に近い誤診断の設定で検査を行った結果で感染拡大を取り上げる理由がわかりません。
以上のことから、ＰＣＲ検査を希望するかどうかを判断するのに、先に述べたような情報を収集し、市民に伝え、理解・共有されるべきです。

２点目。
厚生労働省の令和２年６月１８日、都道府県の保健所等に対する事務連絡別紙にて「検査で陽性であれば、厳密な死因を問わず、新型コロナウイルス死因として届出をするように指導されている」ということにつき、市民に対して確実に伝えているか？

一例として、検査を受けて陽性になり、一人でホテル隔離中にお餅をのどに詰まらせて死亡した場合、前述の事務連絡に基づくと、新型コロナウイルスが死因であると判断されます。
海外でも同様の死因の届出をしています。多くの人がこれを水増し、統計操作、と疑問視しています。

先代から受け継いだ尊い命、自分や自分の大切な人のかけがえのない命、たった一度の人生が終わってしまった理由が、
陽性なら、厳密な死因を問うことなくコロナ死
と判断されたら、、、
手を胸に当てて、考えてみてください。
人命に対する軽視であり、道徳的にも問題だと確信します。

死因を厳密に精査されることなく、厚生労働省の指導どおりのコロナ死者の届出が行われ、コロナ死者数の統計として発表され、そのまま報道されます。
「人の命がかかっています」と注意喚起するのにもかかわらず、ほぼ１００％誤診断の検査で、大切な命をコロナ死として良いのか？　
この矛盾をどう考えればいいでしょう？　
悲しみの中、面会も、葬儀にも立ち会えない辛さに耐える必要は本当にあるのでしょうか？
      
普通に、餅による窒息死の届出でよくて、コロナ死者数の統計に加算されなくていいと考える市民には、検査を希望するかどうかの判断に必要不可欠な情報です。
コロナの統計を理解する上でも、留意しなければならない重大ポイントです。だからこそ、以上のことを市は市民に対して抜かりなく情報を発して、共有・理解に努めて当然です。

検査で陽性と判断されれば、隔離等の生活の制限をされ、生活苦・人間関係の苦労などが重なり、自殺するケースまであります。
こういった原因を、ＰＣＲ検査の誤診断が導いているとしたら、その責任はどこにあるでしょうか？
ポルトガルやドイツのような裁判がこれから多発する可能性もあります。
愛知県では誤診断を受けた市民が裁判で勝訴している事例もあります。

このような事態にならないために、市は、市民が背負うことになるリスクを十分説明し理解を得る必要があり、それを怠ることは不誠実であり、責任が生じるのではないでしょうか？

死者数の水増しを行っても、インフルエンザ以下の死者数です。平均死亡年齢は、平均寿命とほぼ同じです。
ＷＨＯの発表から、世界でもインフルエンザと同等の致死率とわかりました。
日本は10月の1カ月間の自殺者数の方がコロナの全部の死者数より多いと、海外のニュースでも報道されています。

「日本人は、今年５月から集団免疫を獲得している」内容を京都大学大学院特定教授の上久保教授は日本政府に伝えています。
「科学的な根拠を持って反論する人がいない」　
とも述べています。

ドイツのバクディ教授の著書では、初期のイタリアで、病院では既に亡くなった人を検査し、陽性ならコロナ死届を行っていた事が記載されています。

徳島大学名誉教授の大橋教授の著書ではＰＣＲ検査の問題について詳しく説明されています。

以上のような情報も含め、
流山市は市民が適切な認識・判断ができるように「適切な情報発信に努めなければならない」。
市民は、税金を投入してＰＣＲ検査を拡大した市の行政が適切なのかを考え、この検査を希望するかどうかを選択する権利があります。

流山市の「新型コロナウイルス感染症対策条例」に基づき、議会は、市の政策の評価、監視をするという責務に基づき、市の情報発信の改善を求める決議を採択されることを要望します。

[bookmark: _GoBack]最後に、12月2日の国会からの情報で、配布資料1枚目の下半分に、厚生労働省の答弁を記載しました。2分で結構です！「やなチャン」で検索して、動画、10分のところから、2分間で結構ですので、ご自身で、見て、聞いていただいてから、本陳情の審議をしていただきますようお願い致します。佐原総括審議官が、「ＰＣＲ検査判定イコール、ウイルスの感染性の証明ということではない」と回答しています。

ご静聴ありがとうございました。
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